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（2 0 0 5年）

　震災後の平成10年３月、南芦屋浜地区のまち開き

に先立ち完成した「陽光緑地」(面積：41,643㎡)。

東西1.2kmに広がり、来夏には「のじぎく兵庫国

体」のカヌー競技が開催されるキャナルパーク越

しに六甲山を望めるこの緑地には、四季折々の花

や実をつける木々も根付き、市民のプロムナード

として散策・休憩等に利用されています。

　「市民記念植樹」で植えられた桜も美しい花を

咲かせ、芦屋浜地区の宮川周辺を加えた一帯は、

新しい桜の名所となっています。そして、冬の季

節にも……緑の小径にクロガネモチの木が、ひっ

そりとけなげに赤い実をつけていました。　　

陽光緑地／クロガネモチの赤い実

人口と面積＜平成17年11月１日人口＞■住民基本台帳＋外国人登録総数92,885／男42,946／女49,939／世帯数41,034■推計人口総数91,077／男41,932／女49,145／世帯数38,714＜面積＞18.57k

社会教育関係団体登録
新規グループ・団体の申請受付

　下記の登録の要件に該当し、新規登録を希望する団体やグループは、

申請手続きをしてください。登録の有効期間は、承認日から平成18年

８月31日までです。※すでに登録済の団体は有効期間中申請の必要は

ありません。

【登録要件】

①社会教育法に基づく組織的な教育活動を自ら行い、その団体の学習

活動・内容が明確であり、公の支配に属さない団体であること。

②団体運営については、団体に主体性があり、営利事業や政治・宗教

活動を目的としない任意団体であること。特に芸能・趣味関係団体に

ついては、活動が流派の普及活動や指導者の営利を目的としたり、ま

たはそれに類した行為を行わない団体であること。

③過去１年以上の実績があり、将来も継続して活動できる団体である

こと。

④規約および経理機構があり、団体の本拠としての事務所を有してい

ること。

⑤健全な自己財源を持ち、会員の会費等の負担額が一般的に見て高額

すぎないこと。

⑥団体の活動への参加窓口を一般市民に広げていること。団体内だけ

の活動のみでなく、地域全体への普及啓発活動があること。

⑦組織の構成メンバーが、主として芦屋市民であること。また、芦屋

市域を活動の拠点にしていること。

問い合わせ　生涯学習課　緯38-2091
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「年末の交通事故防止運動」

　　　１２月１日～１０日
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問い合わせ　道路課　緯38-2063

年末特別
火災警戒

問い合わせ
消防本部警防課　緯32-2345

★　あなたです　火のあるくらしの

　見はり役　　　　　【全国統一標語】

★　「火災から　人命を守ろう」

　　　　　　　　　【阪神間統一標語】


